
　インフルエンザは普通の風邪とは違い感染力が強く、高齢者や慢性疾患をもつ方がかかると、気管支炎や肺
炎などを併発し重症化することがあります。身体に抗体ができるまでに２週間程度かかるため、早めの接種を
ご検討ください。

上記対象者のうち、①市民税非課税世帯に属する方(※1）または②生活保護法による被保護世帯に属
する方は、「平成30年度市民税課税状況の証明願兼委任状」を市役所税務課または各支所の窓口で取得
し、接種日当日に必ず医療機関の窓口に提出してください。②に該当する方は、「生活保護受給証明書」でも
かまいません。

（※1）同一世帯と認められたすべての世帯員が当該年度において市民税が課税されていない方

療養費について

　次のような場合は、いったん全額を本人が支払い、あとから市窓口へ申請をして認められると自己負担額以外の部分が『療養費』
として支給されます。

○やむを得ず被保険者証（保険証）を持たないで診療を受けたとき
○海外渡航中に治療を受けたとき（治療目的の渡航は除く）
○緊急の手術や重病などやむ得ない理由により、医師が認めた入院、転院をする場合でかつ救急車での搬送が困難な移

送となったとき（移送費）
○医師の指示でコルセットなどの治療用装具をつくったとき
○医師の同意を得て、あんま・マッサージ、はり・灸などの施術を受けたとき

　柔道整復（接骨・整骨・骨つぎ）とは、骨や関節・筋肉のケガ（すべったり、転んだり、ぶつけたりしたときの新しい負傷）の治療・応急
手当を目的とする施術です。

療養の給付について
　被保険者が、病気やケガにより保険医療機関等にかかるとき、被保険者証（保険証）を提出すれば療養の給付を受けるこ
とができます。費用はかかった医療費の自己負担額（原則1割、現役並み所得のある方は3割）を窓口で支払い、残りの額を
香川県後期高齢者医療広域連合が保険医療機関等に支払います。

　広域連合より施術内容についてお尋ねすることがあります。接骨院・整骨院からの請求の中には保険の対象とならない施術に
ついての請求や、不適切な請求が見つかることがあります。適正な保険給付のために調査が必要と判断される場合には、被保険
者の方に広域連合より「負傷原因」「施術年月日」「施術内容」等を照会させていただくことがあります。
　このため、領収書の保管をしていただき、照会がありましたら、ご回答くださいますようご協力をお願いいたします。

【問】国保・健康課（長尾支所2階）　☎（0879）52-2518

予防接種のお知らせ

■対 象 者　平成18年4月2日～平成19年4月1日生まれ　　⇒9月下旬頃、予診票を送付します。
■接種期間　平成30年10月1日～平成30年11月30日（できるだけこの期間中に接種をお願いします。）
■自己負担　無料　　　　　※詳細については、予診票に同封する案内をお読みください。

二種混合（ジフテリア・破傷風）予防接種について

インフルエンザワクチンの接種について

★次に該当する方は、自己負担金が免除されます

「平成30年度市民税課税状況の証明願兼委任状」・・・・税務課 または 各支所
「 生 活 保 護 受 給 証 明 書 」・・・・長尾支所2階　福祉総務課

： 発行手数料は、いずれも無料です。　証明書発行窓口

接種対象者

接 種 期 間
接 種 費 用

後期高齢者医療制度からのお知らせ

ボウリング大会　参加者募集！！

特定健康診査・後期高齢者の健康診査を受けましたか？

【問】国保・健康課　☎（0879）52-2514

毎年の健診で、ご自身の健康状態を知ることが病気の予防・早期発見につながり
ます。
800円で受けられるお得な健診です！ぜひこの機会に健康チェックをしてみませ
んか？
●持 参 物 受診券・質問票・健康保険被保険者証
●自己負担金 800円
●対 象 者 （特 定 健 康 診 査）40歳～74歳のさぬき市国保にご加入の方

（後期高齢者の健康診査）後期高齢者医療保険にご加入の方
●実 施 場 所 市内実施医療機関※土曜日に健診を行っている医療機関もあります。
☆対象者の方には受診券・質問票をお送りしています。受診券等を紛失された方は再発行いたしますので、国保・

健康課までご連絡ください。
☆対象者の方で、市外の医療機関等において特定健診と同等の検査項目を測定している場合は、その結果と質問

票のご提供をお願いします。国保・健康課、市民課、各支所または各地区で実施される健康相談会場へお持ちく
ださい。

☆健康診査は年に1回です。2回目以降の受診は全額自己負担となりますのでご注意ください。

実施期間は、
10月31日(水)まで
です！

保険が使える施術 全額自己負担になる施術

•打撲
•ねんざ
•挫傷（肉離れなど）
•骨折・脱臼
　※応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。

•単なる肩こり、腰痛、肉体疲労
•特にケガはないが、気持ちがいいから受けるもの（慰安目的）
•古傷など、症状改善が見られない長期の治療
•脳疾患後遺症などの慢性病
•整形外科や外科での治療中の部位　など

接骨院・整骨院にかかるときは…
　♢負傷の原因を正しく伝えて施術を受けましょう。　　♢治療が長引く場合は、一度医師の診断を受けましょう。

【問】香川県後期高齢者医療広域連合事務局　☎（087）811-1866

国道11号線沿い
西側に看板があり
ます！

－いったん全額自己負担したとき－

日 時

場 所

募集人数

募集対象

参 加 費

内 容

申込方法

申込期限

10月28日（日）13：00～

大洋ボウル（高松市観光通2－10－15）

20名程度

18歳～40歳代の障害者手帳所持者

無料

13：00～　ボウリング大会
15：30～　交流会

申込書に必要事項を記入の上、さぬき市身体障害者
団体連合会へ持参いただくか、郵送またはＦＡＸ
でお送り下さい。

9月28日（金）必着

－柔道整復（接骨院・整骨院）のかかり方－

第5回身体障害者若者交流会
KSSユースネットワーク

【問】さぬき市身体障害者団体連合会
☎(090)4333-3230

平成30年度 第2回
津田診療所　健康教室

テ ー マ

講 　 師

開 催 日

会 場

～住みなれた町で元気に明るく過ごすために～

【問】津田診療所　☎（0879）23-7122

『認知症予防と運動』

津田診療所 リハビリ教室 講師
理学療法士　大隅　豊和 先生

10月19日（金） 14:00～
1時間程度

津田診療所　リハビリテーション室
津田町津田1673番地1

参加は無料です！予約等は不要です！
お気軽にお越しください！！
暑い日が続きます。十分に水分を摂っ
て下さい。

その他、わからないことがありましたら、下記までお問い合わせください。

さぬき市に住民票のある下記に該当する方で、１回のみ対象です。
・ 65歳以上の方・・・9月下旬にお送りする案内文をご確認いただき、同封の予診票（薄い水色）を

ご利用ください。
・ 60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が

極度に制限される程度の障がいを有する方（いずれも身体障害者手帳1級を保持する方）および
ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する
方・・・事前に国保・健康課までお問い合わせください。

※上記対象者以外の方および２回目以降の接種については、全額自己負担での接種となります。

平成30年10月1日（月）～平成31年3月31日（日）までの診療時間内

自己負担1,200円　予防接種を受けた医療機関でお支払いください。

介護
高齢者
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